
 

 

 

 

 

 

 

 

オープンカウンター説明書 

 

 

 項目及び構成 

 

  １．契約担当官等 

  ２．調達内容 

  ３．参加資格 

  ４．問い合わせ先 

５．その他 

 

別紙   期間委任状（様式1） 

別紙   都度委任状（様式2） 

別紙     契約書（案） 

別紙     仕様書 

別紙   暴力団排除に関する誓約事項 



東京管区気象台のオープンカウンター（令和３年１月１４日付け）に基づくその他必要な事項につい

ては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則

（昭和37年大蔵省令第52号）、東京管区気象台オープンカウンター方式実施要領（https://www.jma-ne

t.go.jp/tokyo/sub_index/annai/chotatsu/chotatsu.files/open.pdf）に定めるもののほか、このオー

プンカウンター説明書によるものとする。 

 

 

 １．契約担当官等 

   支出負担行為担当官 

     東京管区気象台長 國次 雅司 

 

 ２．調達内容 

(1) 件 名  福井地方気象台で使用するガス 

(2) 調達内容  仕様書のとおり 

(3) 契約期間  令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

  (4) 需要場所  福井地方気象台 福井県福井市豊島２－５－２ 

  (5) 見積合わせ方法 

    本件は、見積書の提出をオープンカウンター方式で行うものである。 

    予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方として決定

するので、 

ア 見積者は、仕様書に記載する事項、作業の履行に要する一切の諸費用を含め契約金額を見積 

もるものとする。 

イ 契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相

当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた

金額とする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札

書を提出しなければならない。 

   ウ 見積者は、仕様書、契約書（案）等を熟覧のうえ見積もらなければならない。 

この場合において仕様書、契約書（案）等について疑義があるときは、関係職員の説明を求

めることができる。 

 

３．参加資格 

  (1) 令和元・２・３年度（平成31・32・33年度）国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物

品の販売」において、「関東・甲信越」又は「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者であ

ること。 

  (2) ガス事業法第３条の規定に基づき一般ガス導管事業者として許可を得ているもの、同法第３７

条の２の規定に基づき簡易ガス事業者の許可を受けている者、同法第３７条の７の２第１項の規

定に基づきガス導管事業者の届出をしている者又は同法第３７条の９第１項の規定に基づき大

口ガス事業者の届出をしているものであること。ただし、令和２年４月１日にガス小売事業者の

登録を受けていること。 

（3）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省

公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

 ４．問い合わせ先  

(1) 提出書類 

   ア 見積書 

イ 証明書等（資格審査結果通知書）（写）及びガス事業法第３条の規定に基づきガス小

売事業の登録を受けていることを証明する書類（写） 

  (2) 見積書等の提出場所等の問い合わせ先は、次のとおり 

ア 見積書提出場所及び本調達方法に関すること 

〒204-8501 

東京都清瀬市中清戸３－２３５ 



東京管区気象台 総務部 会計課 第二契約係 庄司 

     TEL 042-497-7189 

イ 仕様書の内容に関すること 

４．(2)アに同じ 

  (3) 代表者が代理人を選任して見積書を提出する場合は委任状（様式１又は様式２）を提出す 
ること。ただし、競争参加資格の有効期間内に既に期間委任状を提出済の場合は提出の必要

はない。 

  (4)見積書の提出期限 

    令和３年１月２１日（木）１７時００分 

  (5) 見積合わせの日時及び場所 

  令和３年１月２２日（金）１３時３０分 東京管区気象台会計課事務室（３階） 

 

５．その他 

(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約の相手方の決定方法   

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者とする。 

  (3) 契約書の作成 

   ア 見積合わせを行い、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとす

る。 

   イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約

書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する

ものとする。 

   ウ 上記イの場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の相手

方に送付するものとする。 

   エ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないも

のとする。 

  (4) 支払条件 

検査合格後、毎月払い 

  (5) 異議の申立 

    見積者は、見積書提出後、このオープンカウンター説明書、仕様書、契約書(案)等についての

不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

   (6）本調達は、令和３年度の予算の成立を条件とする。 



様式 1                                                                        
 

期  間    委    任    状 
 
 受任者 
    住  所 
    氏  名 
    使用印         印 
 
 私は上記の者を代理人と定め 
 下記の権限を委任します。 
 
 委任期間    令和    年    月    日から 
 
            令和    年    月    日まで 
 
 委任事項（例） 
    １．入札及び見積について 
    １．契約締結について 
    １．・・・・・・・・・・・・ 
 
 
 令和    年    月    日 
 
                                委任者 住所 
                               商号又は名称 
                                        代表者氏名                 印 
 
 
支出負担行為担当官 
東京管区気象台長 國次 雅司   殿 

  



様式 2                                                              
  

都  度    委    任    状 
 
 受任者 
    住  所 
    氏  名 
    使用印         印 
 
 私は上記の者を代理人と定め 
 
 「福井地方気象台で使用するガス」に関する下記の権限を委任します。 
 
  
 委任事項（例） 
    １．入札及び見積について 
    １．契約締結について 
    １．・・・・・・・・・・・・ 
 
 
 令和    年    月    日 
 
                                委任者 住所 
                               商号又は名称 
                                        代表者氏名                 印 
 
 
支出負担行為担当官 
東京管区気象台長 國次 雅司    殿 



契  約  書（案） 

 

 

 

支出負担行為担当官 東京管区気象台長  ○○○○（以下「発注者」という。）

と、                      （以下「受注者」という。）

とは、福井地方気象台で使用するガスの需給について、次の条項により需給契約

を締結する。 

 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとす

る。 

 

（契約の目的） 

第２条 受注者は別紙仕様書に基づき、福井地方気象台で使用するガスを需要に

応じて供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。 

 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 

 

（契約金額） 

第４条 契約金額は次のとおりとし、消費税額及び地方消費税額を含む。 

  

    ０㎥³から２０㎥まで 

     基本料金            円 

     ガス量料金単価          円／㎥ 

 

  ２０㎥をこえ１００㎥まで 

     基本料金            円 

     ガス量料金単価          円／㎥ 

 

  １００㎥をこえ２００㎥まで 

基本料金            円 

     ガス量料金単価          円／㎥ 

 

  ２００㎥をこえる場合 

基本料金            円 

     ガス量料金単価          円／㎥ 

 

 

２ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２

９条並びに地方消費税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づ

き算出した額とする。 

３ 受注者の原料費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、

発注者及び受注者が協議のうえ価格を改定する。 

 



（契約保証金） 

第５条 発注者は、この契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を免除するも

のとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務は全部若しくは一部を

発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならな

い。 

ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令

第３５０号）第１条の２に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する

場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価

の支払いによる弁済の効力は、発注者が、支出に関する事務を電子情報処

理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例

に関する政令（昭和５５年政令第２２号）第５条第１項に基づき、センタ

ー支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 

  

（使用ガス量の増減） 

第７条 発注者の使用ガス量は、都合により予定使用ガス量を上回り、又は下回

ることができる。 

 

（計量及び検査） 

第８条 計量日は原則として毎月１日（以下「計量日」という。）に行うこととし、   

受注者が設置する計量器により検針を行うものとし、発注者の指定する検

査職員（以下「検査職員」という。）による検査を受けるものとする。 

２ 前項に寄りがたい場合は、発注者及び受注者の協議の上計量日を定める

ものとする。 

 

（料金の算定期間） 

第９条 料金の算定期間は毎月の計量日から当月の計量日前日までの期間とする。 

 

（料金の請求及び支払） 

第10条 受注者は、第８条に定めた検査終了後、基本料金に加え、当該月におけ

る使用ガス量に第４条第１項に定める契約金額（ガス量料金単価）を乗じ

て得た額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた金

額とする。）を１月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適

法な請求書を受理した日から３０日（以下「約定期間」という。）以内に支

払わなければならない。 

 

（遅延利息） 

第11条 発注者は自己の責に帰すべき理由により前条の約定期間内に請求金額

を支払わなかった場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払う日

までの日数に応じ、請求金額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた

額に対して年２．６パーセントの割合で計算した遅延利息を、速やかに受

注者に支払うものとし、その金額に１円未満の端数が生じた場合は、これ

を切捨てるものとする。 

ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等発注者の責に帰す

ことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息



の算定日数に算入しないものとする。 

 

（機密の保持） 

第12条 発注者及び受注者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

なお、発注者及び受注者は、本契約終了後においてもこの責任を負うも

のとする。 

ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要な場合はこの限りでは

ない。 

 

（解除） 

第13条 発注者は、受注者が次の各号に該当するときは、本契約の全部又は一部

を解除することができる。 

一 受注者が、天災その他不可抗力の原因によらないで、都市ガスの供給

をする見込みがないと発注者が認めたとき。 

二 受注者が正当な事由により解約を申出たとき。 

三 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為

があったとき。 

四 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反又は、本契約

の目的を達成することができないと認められるとき。 

五 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人であ

る場合にはその役員又はその支店の代表者。以下この号において同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号におい

て「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

ヘ  下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その

相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資

材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（へに該

当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を

求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

（違約金） 

第14条 天災その他不可抗力の原因又は前条第２号の規定によらないで本契約

が解除された場合は、受注者は、当該日から契約期間満了までに係る予定

使用ガス量に第４条第１項に定める契約金額（ガス量料金単価）を乗じて



得た金額と基本料金を加えて得た額の合計額から第４条第２項で定める消

費税額及び地方消費税額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切捨てた金額とする。）を減じた額の１０分の１に相当する額を違約金

として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第15条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求を

することができる。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第16条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発

注者の請求に基づき、予定使用ガス量に第４条第１項に定める契約金額（ガ

ス量料金単価）を乗じて得た金額と基本料金を加えて得た額の合計額から

消費税額及び地方消費税額を差し引いた額 (この契約締結後、この額に変

更があった場合には、変更後の額。次項において同じ。)の１０分の１に相

当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３

条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁

止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注

者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３におい

て準用する場合を含む）の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付

命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該

納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合

を含む。以下この条において同じ。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排

除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。）に対して行なわれたときは、受注

者等に対する命令で確定したものをいい、受注者に対して行なわれてい

ないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該

命令をいう。次項において同じ）において、この契約に関し、独占禁止

法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業

活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた

期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合に

おいて、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正

取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、

当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の

実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであ

り、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。)の刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６又は独占禁止法第

８９条第１項もしくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定した

とき。 

２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、

受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の１０分の



１に相当する額のほか、契約額の１００分の５に相当する額を違約金とし

て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一  前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独

占禁止法第７条の２第８項又は第９項の規定の適用があるとき。 

二 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号

に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であ

ることが明らかになったとき。 

３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、

受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３％の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。  

４ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れ

ることができない。 

５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の

額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求

することを妨げない。 

 

（協議） 

第17条 本契約について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項に

ついては、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 

 

（紛争の処理） 

第18条 この契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を管轄裁判所として行うもの

とする。 

 

 

 

 

この契約の締結の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の

上、発注者及び受注者が各１通を保有する。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

（発注者） 東東京都清瀬市中清戸３－２３５ 

          支出負担行為担当官 

          東京管区気象台長  ○○○○            

 

 

 

（受注者）  

  

           

           

 



 

 

仕 様 書 

１．件  名   

福井地方気象台で使用するガス 

 

２．概  要 

（１）需要場所       福井県福井市豊島２－５－２ 福井地方気象台 

（２）業種及び用途     官公署 

 

３．契約期間 

令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

 

４．仕  様 

（１）ガスの種類    都市ガス１３Ａ 

（２）供給熱量     一般ガス導管事業者が定める一般ガス供給約款による 

   （３）低圧ガス 

   （４）対象メーター   （一般用）Ｎ－６、（冷暖房用）ＮＮ１６ 

   （５）その他      ２４時間３６５日、安定した供給が行えること。 

 

５．予定ガス使用量 

  （１）予定年間ガス使用量   下記、予定月別使用量のとおり 

     ※予定年間ガス使用量とは、契約で定める１年間の予定月別使用量の合計量をいう。 

  （２）予定月別使用量 

                                    （単位：㎥） 

年   月 使用量（一般用） 使用量（冷暖房用） 

令和３年４月 ６  ３４１  

令和３年５月 ３  １２３  

令和３年６月 ３  １８５  

令和３年７月 ３  ４３６  

令和３年８月 １  １，３１５  

令和３年９月 １  １，２７８  

令和３年１０月 ３  ２０１  

令和３年１１月 ６  ６１  

令和３年１２月 ５  ６２８  

令和４年１月 ６  ７４８  

令和４年２月 ７  １，０１６  

令和４年３月 ６  ７１０  

計 ５０  ７，０４２  



 

 

６．保  安   

   （１）供給者は、ガス事業法に定めるところにより、ガス工作物について保安責任を負うものとす

る。ただし、同一構内に他のガス供給者と共用して使用されるガス工作物については、当該供

給者と保安業務等の分担について協議を行うものとする。 

   （２）保安責任分界点は、ガス工作物の末端バルブとし、詳細については、協議の上、確認、決定

するものとする。 

 

７．料  金 

   （１）料金は、公的機関の発表する貿易統計（令和２年２月から４月の平均値）のガス原料に関す

る価格に基づいて算定するものとする。 

      なお、石油石炭等租税課金は、ＬＮＧトン当たり１，８６０円、ＬＰＧトン当たり１，８６

０円の場合のものとする。 

   （２）ガス料金は、一般ガス事業者の原料費調整制度に順次、調整を行うものとする。 

      なお、調整単位料金の算定と料金適用付き及び原料価格算定付きの関係は次のとおりとする。 

      Ｎ月を料金適用月とする調整単位料金は、Ｎ月－３ヶ月、Ｎ月－４ヶ月、Ｎ月－５ヶ月の３

ヶ月間のトン当たりの平均原料価格と基準トン当たり原料価格の差額に基づき算定する。 



別紙 
暴力団排除に関する誓約事項 

 
 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも該当しま

せん。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 
 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 
 

記 
 
１ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。） 
 が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。 
２ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 
３ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 
４ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 


